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災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

（災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油

製品利用促進対策事業のうち、石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）業務細則 

 

 

（目的） 

第１条 この業務細則は、一般財団法人エルピーガス振興センター（以下「振興センター」と

いう。）が定める災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業

費補助金（災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のう

ち石油製品利用促進対策事業のうち、石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）業務

方法書（以下「業務方法書」という。）に基づき、災害時に備えた社会的重要インフラへの

自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金（災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛

的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品利用促進対策事業のうち、石油ガス災害バル

ク等の導入に係るもの）（以下「補助金」という。）の申請の手続等を定め、もって業務の

適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（用語） 

第２条 この業務細則で使用する用語は、特に定めのない限り、業務方法書において使用

する用語の例による。 

 

（リースの定義） 

第３条 業務方法書第４条第１項及び第８条で規定するリースとは、業として行うリースに

限るものとする。 

 

（補助対象設備等） 

第４条 業務方法書第４条第２項第１号で規定する業務細則に定める機器は、次のとおりと

する。 

（１）「石油ガスを貯蔵する容器」として「シリンダー容器」で供給する場合は、次のとおりと

する。 

イ．「シリンダー容器」は、５０ｋｇシリンダー容器とし、６本以上設置することを基本と

する。ただし、振興センターが認めた場合はその限りではない。 

ロ．「石油ガスの供給に必要な設備」は以下の機器とする。なお、①②⑤については、

必ず設置又は装備していなければならない。③については④を供給設備側に設

置をする場合に、その系統配管に必ず設置をすること。④については災害時のガ

ス利用の想定から必要な個数を判断すること。 

① 張力式ガス放出防止器付高圧ホース 

② 供給ユニット（自動切替式圧力調整器を装備したものであること） 

③ マイコンメーター(ガス栓ボックス専用の物に限る) 

④ 配管の末端にガス栓を１０個以上設け、当該ガス栓を屋外設置に耐える構

造のガス栓収納ボックス（防滴型）で保護すること 

⑤ シリンダー容器の転倒防止のための２重以上のボンベチェーンや安全対

策のための容器収納庫（容器専用に限る。）及びガード等の設置 

⑥ 蒸発器（第３号の各々のユニットを稼働させるためＬＰガス発生量を補う最

小限のものを設置できるものとする。且つ大規模災害時等に系統電力の供

給が途絶した場合でも使用できること。） 

⑦ 残ガス警報通信設備や集中監視システム装置など、振興センターが個別

に必要であると認めた設備又は機器等 
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イ、ロの補助対象となる購入容器、機器、設備は全て新品で未使用の物に限る。 

（２） 「石油ガスを貯蔵する容器」として「バルク容器」で供給する場合は、次のとおりとす

る。 

イ．「バルク容器」は、容器の容量が２９０ｋｇ以上３,０００ｋｇ未満の機器とする。また、

災害時に活用される次号で規定する各ＬＰガスユニットが使用目的に対して、十

分な性能発揮や稼働時間が賄えるよう、適正な容量及び供給能力を有するもの

とする。 

ロ．「石油ガスの供給に必要な設備」は以下の機器とする。なお、以下の①④につい

ては、必ず設置又は装備されていなければならない。②については③を供給設

備側に設置する場合に、その系統配管に必ず設置をすること。③については災

害時のガス利用の想定から必要な個数を判断すること。 

① 供給ユニット(圧力調整器等)  

② マイコンメーター(ガス栓ボックス専用の物に限る) 

③ 配管の末端にガス栓を１０個以上設け、当該ガス栓を屋外設置に耐える

構造のガス栓収納ボックス（防滴型）で保護すること 

④ バルクベース（災害発生時において、コンクリートベース等が当該「バルク

容器」及び「石油ガスの供給に必要な設備」を保護するのに十分な強度が

担保できる場合又は地下埋設で設置する場合を除く。） 

⑤ 補助対象設備を保護するためのガードパイプや法令順守のための防護壁

等 

⑥ ガス検知器又はガス漏れ警報通信設備 

⑦ 残ガス警報通信設備又は集中監視システム設備 

⑧ 支柱ユニット 

⑨ 蒸発器（第３号の各々のユニットを稼働させるためＬＰガス発生量を補う最

小限のものを設置できるものとする。且つ大規模災害時等に系統電力の供

給が途絶した場合でも使用できること。） 

⑩ その他、振興センターが個別に必要と認めた設備及び機器等 

イ、ロの補助対象となる購入容器、機器、設備は全て新品で未使用の物に限る。 

（３） 前各号で定める機器と組み合わせて、下記の①、②、③のいずれかのユニットを

一つ以上必ず購入し、設置しなければならない。④は①、②のいずれかのユニット

を一つ以上組み合わせて購入し、設置しなければならない。ただし、補助事業者自

らが購入又は既に設置している機器等を活用する場合を除く。 

なお、令和元年度補正に限り、下記の①の設置は必須とする。ただし、既にＬＰガ

ス発電機（コジェネレーションを含む。）を補助対象設備の設置施設に設置している

場合は、この限りではない。 

また、１つの機器で複数の機能を持つものも対象とするが、①、②、③又は④の

いずれかに該当する範囲に限る。 

① ＬＰガス発電機ユニット（コジェネレーションを含む。） 

② ＬＰガス空調機器ユニット（ＧＨＰ） 

③ ＬＰガス燃焼機器ユニット（炊き出しセット、コンロ、炊飯器、給湯器（ボイラ

ー含む）、コジェネレーション、ガスストーブ、ファンヒーター） 

④ ＬＰガス簡易スタンドユニット 

（４） 前号の①、②、③及び④で規定する各ユニットは、ＬＰガスを燃料とするもので、か

つ第１号又は第２号から燃料が供給されなければならない。 

（５） 規定する各ユニットのうち、ポータブル発電機、炊き出しセット、コンロ、炊飯器、ガ

スストーブ、ファンヒーターは、災害時のみに使用されるものに限る。ただし、点検又

は訓練で使用される場合を除く。 
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（６） 令和元年度補正に限り、業務方法書第４条第２項第３号④に定める液化石油ガス

タンドが、災害時において施設の稼働の継続を目的とした発電機（石油製品によって

稼働する発電機を含む。）を設置した場合、 「石油ガスを貯蔵する容器」を新たに設

置せず、既存の貯蔵設備から供給を行っても良いこととする。 

（７） 第１号、第２号、第３号で定める設備は、災害時に備え、定期的にその使用訓練を

行わなければならない。 

２ 業務方法書第４条第２項第２号に規定する業務細則に定める仕様及び設置工事の範囲

は、次のとおりとする。 

（１） 前項に規定する設備及び機器等は、国内の関係法令等の基準を満たしたもので

あり、かつ、国内での販売又は設置が認められているものに限る。 

（２） 前項 1 号イ．に規定するシリンダー容器を設置する場合は、張力式ガス放出防止

器付高圧ホースで接続し、ボンベチェーンを２重以上に施す等、転倒防止や安全対

策を行い、必要に応じ防護柵等を設けること。 

（３） 前項２号イ．に規定するバルク容器を地上に設置する場合は、法令基準を満たす

高さ以上のコンクリート等、強度のあるものの上に設置する他、原則としてバルクベー

ス（Ｃ型鋼又はＨ型鋼製スキッドベース）の上にバルク容器等を固定すること。また、

必要に応じ周囲に防護柵等を設けること。 

（４） ＬＰガスの配管途上には必要に応じて金属フレキ管を設けること。 

（５） 前項３号の①、②、③及び④は、系統電力、都市ガス、水道の供給が途絶した場

合でも自立して稼働できる仕様でなければならない。 

（６） 前項３号の①、②、③及び④で規定する各ユニットのうち、各構成機器又は設備は、

あらかじめ災害時に使用する目的及び用途を申告し、適正な能力を有するものでな

ければならない。 

（７） ＬＰガス配管については、石油ガスを貯蔵する容器から補助対象設備機器に専用

で接続する配管は補助対象とするが、常用配管と併用する配管の場合は補助対象

外とする。また、電気配線については、石油ガス災害バルク等から電源切替盤までの

電気配線を補助対象とする。 

３ 業務方法書第４条第２項第３号の②公的避難所、③一時避難所となり得るような施設に

規定する設置場所は、次のものをいう。 

（１） 「公的避難所（地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設）」とは、地方

公共団体によって所有される公共施設のうち、災害時に避難所として利用される、

自治体庁舎、学校、公民館、体育館などの公共施設をいう。 

（２） 「一時避難所となり得るような施設」とは、民間等が所有する工場、事業所、商業

施設、私立学校、旅館、マンションなどの施設又は敷地のうち、地方公共団体が災

害時に当該施設等を避難所として活用できることを認知しているものをいう。 

（３） 前号における地方公共団体の認知は、協定書や覚書等で明確に確認できるもの

のほか、地方公共団体のホームページでの公表や地方公共団体からの証明書など、

いいずれの形式であっても認知を明確に確認できるものであれば、これを問わない。 

（４） 第２号に規定する地方公共団体の認知は、交付申請書の提出日までに受けなけ

ればならない。また、前号に該当する場合も同様とする。 

４ 業務方法書第４条第３項に規定する「３日分以上の石油ガス」とは、第７条に規定する交

付申請書の添付書類である燃料消費量計算書により、設置予定のＬＰガスを貯蔵する

容器の貯蔵上限量の合計の５０％に当たる量が、災害時３日間に使用する設備が全て

適正に稼働するために必要な消費量を賄うために必要なＬＰガスの量を上回るものとす

る。ただし、補助の適切性確保のため貯蔵上限量の合計の５０％が７日間使用分のＬＰ

ガスの量を超えないようにする。 

５ 業務方法書第４条第２項３号④の液化石油ガススタンドについては、前項の要件を満た
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すことと併せて、発電機（石油製品によって稼働する発電機を設置する場合は、前項の

「ＬＰガス」は、「石油製品」に読み替えることとする。）の設置を必須とする。 

 

（機器の品番） 

第５条 削除 

 

（募集方法及び期間） 

第６条 振興センターは、業務方法書第６条に規定する補助事業の募集を行うに当たって

は、原則として、公募説明会を実施するものとする。 

２ 振興センターは、申請の受付は期間を区切って行うものとし、補助金の予算の範囲内で

交付を行うものとする。 

３ 振興センターは、「公的避難所」及び「一時避難所となり得るような施設」については、業

務方法書第１０条第２項に該当する「国土強靭化地域基本計画」を策定している市区町村

に設置されてるもの又は災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)に基づく防災計画の

策定において、地震防災対策の強化を推進すべきとされる地域(以下「地震防災対策強

化地域等」という。)として指定されている市区町村に設置されるものに、交付を行うものと

する。 

４ 補助事業の募集方法及び期間等は、振興センターが別に定めるものとする。 

 

（交付申請書及び添付書類） 

第７条 業務方法書第８条第１項に規定する交付申請書及び添付書類は、次の各号に掲

げるものとする。 

（１） 交付申請書（様式第１） 

（２） 補助事業の実施に関する添付書類 

① 石油ガス災害バルク等を設置する敷地全体配置図（平面図）、設備の配置図、避

難所として使用する場所の図面（平面図） 

② 補助事業対象施設の設置場所に関する確認に係る証明書類 

③ ＬＰガス配管図（平面図） 

④ 燃料消費量計算書（別紙９） 

⑤ 電気配線図、定置式発電機出力計算書（該当する場合） 

⑥ 購入及び設置工事の予定事業者の選定 

ⅰ）見積依頼書の写し 

ⅱ）見積書の写し 

⑦ ⅰ）業務方法書第１３条第２項に関する契約書（補助対象として経費計上して      

いるもので、外注(請負や設備購入契約又は委託契約をしている場合）（該当する

場合） 

⑧ 地方公共団体が当該施設等を避難所として活用できると認知していることが明確

に分かる証明書類等（該当する場合） 

（３） 申請者が法人の場合は、登記事項証明書（申請日より３ヶ月以内に取得）、登記事

項証明書で全役員名が確認できない場合は、申請時点の全役員名が確認できるも

の、決算報告書直近２ヶ年分（２ヶ年とも債務超過が無いこと）、ただし、新設の社会

福祉法人にあっては決算報告書（直近２ヶ年）の提出ができなくてもよい。申請者が

法人以外の場合は、事業内容、納税証明書（その２）（直近２ヶ年） 

（４） その他振興センターが提出を求める書類 

 

（補助金の交付決定等） 

第８条 業務方法書第１０条第３項に規定する交付決定通知書は、様式第２とする。 
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２ 業務方法書第１０条第８項に規定する交付決定次点通知書は、様式第３とする。 

３ 業務方法書第１０条第９項に規定する不採択通知書は、様式第４とする。 

 

（審査委員会での配慮事項） 

第９条 業務方法書第９条第１項に基づき設置される審査委員会は、業務方法書第１０条

第１項により付議された申請を審査するときは、業務方法書第９条の規定により別に定

める運営規定のほか、次の事項に配慮しなければならない。 

（１） 予算を超過する申請があった場合は、（２）の優先順位で採択するものとする。また、

優先順位は審査委員会運営規程の審査手順にて審査委員会で定める。 

（２） ａ～ｄの優先順位で採択するものとする。ここまでで予算超過する場合は、官公需

についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）第３条

の規定に基づき中小企業庁が要件を満たすとして証明した組合（以下、「官公需適格

組合」とする。）からガス供給を受ける施設を優先採択し、更に予算超過する場合は、   

施設の機能維持に必要な燃料の保有日数の多い順に採択し、更に次の優先順位と

して賃金引上げを表明証明した事業者を採択し、更に次の優先順位として「パートナ

ーシップ構築宣言」を表明登録した事業者を採択するものとする。なお、特定の地域

に集中して申請があった場合など、審査委員会における審査の結果、優先順位が前

後することもある。 

ａ．公的避難所：指定避難所、福祉避難所を優先 

ｂ．医療施設：入院施設のある施設 

ｃ．社会福祉施設：福祉避難所を最優先、入所施設は次点 

ｄ．一時避難所となり得るような施設 

（３） 令和４年度及び令和５年度に限り、第２号ｄで定める一時避難所となり得るような

施設の優先順位をｂ、ｃに優先してａの次点とする。ただし、過去年度に本補助金を交

付され設備を設置している既存の一時避難所が、同一地方自治体の行政区域内半

径 2ｋｍ未満にある場合は、優先順位をこれまで通りのｃの次点とする。 

 

（交付申請取下書） 

第１０条 業務方法書第１１条に規定する交付申請取下書は、様式第５とする。 

 

（補助事業の開始及び完了） 

第１１条 業務方法書第１２条第１項に規定する補助事業の開始は、補助対象である設備

及び設置工事を最初に発注した日とし、交付決定日以降とする。ただし、交付決定日以前

において、申請者の自己責任で準備等を行うことについてはこれを妨げないが、これに要

した費用等については補助対象外とする。 

２ 業務方法書第１２条第２項に規定する補助事業の完了とは、補助対象ＬＰガス設備等の

購入及びその設置工事等が終了し、かつ、補助対象経費の支払いが全て完了しているこ

とをいう。 

 

（契約等） 

第１２条 業務方法書第１３条第１項に規定する契約については、補助事業の運営上、一

般競争入札が困難又は不適当である場合には、３者以上からの見積書を取った上で契

約することができるものとする。（３者以上から見積書が取得出来ない場合は相当な理

由を記載した書面を提出すること） 

２ 業務方法書第１３条第２項に関する契約書を締結する場合には、当該契約書の写しを

提出すること。 
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（計画変更承認申請等） 

第１３条 業務方法書第１５条第１項に規定する計画変更等承認申請書は、様式第６とし、

その提出期限は、原則として当該計画変更等承認申請に係る事業実施前までとする。 

２ 業務方法書第１５条第１項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

（１）補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意に

より、より能率的な補助事業の目的達成に資すると考えられる場合 

（２）補助事業の目的及び事業能率に関係がない補助事業の細部の変更である場合 

３ 業務方法書第１５条第 1項のただし書きに規定する計画変更等届出書は、様式第７とし

提出期限は事業完了日前までとする。ただし、提出期限までに提出が無く、実績報告書

審査のために振興センターが必要と認める場合は、期限後も提出を求めることができる。 

４ 業務方法書第１５条第２項に規定する計画変更等承認結果通知書は、様式第８とする。 

 

（実施状況報告書） 

第１４条 業務方法書第１６条に規定する実施状況報告書は、様式第９とする。 

 

（計画遅延等承認申請書等） 

第１５条 業務方法書第１７条第１項に規定する計画遅延等承認申請書は、様式第１０とし、

その提出期限は、交付決定通知を受けた日の属する会計年度の１月３１日までとする。 

２ 業務方法書第１７条第２項に規定する計画遅延等承認結果通知書は、様式第１１とする。 

 

（実績報告書及び添付書類） 

第１６条 業務方法書第１８条第１項に規定する実績報告書及び添付書類は、次の各号に

掲げるものとする。 

（１） 実績報告書（様式第１２） 

（２） 補助事業の実施報告に関する添付書類 

① 購入及び支払いに伴う書類 

② 石油ガス災害バルク等を設置した敷地全体配置図、設備の配置図、避難所とし

て使用する場所の図面（平面図） 

③ ＬＰガス配管図（平面図） 

④ 燃料消費量計算書（別紙９） 

⑤ 「災害時における避難所の運用」についての説明書（別紙１０） 

⑥ 電気配線図及び電気系統図（該当する場合） 

⑦ 災害時使用機器（発電機等）の試運転報告書（該当する場合） 

⑧ 機器等の写真（補助対象設備が設置されていることが明確に分かること） 

⑨ ⅰ）業務方法書第１３条第２項に関する契約書と補助対象として経費計上してい

るもので、請負又は委託契約をしている場合については、契約先の事業者（た

だし、税込み１００万円以上の取引に限る。）の事業者名、補助事業者との契

約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料（該当する場合） 

   ⅱ）リース契約書の写し・リース料金減額証明書の写し（別紙３）（該当する場合） 

⑩ 誓約書（別紙４－１又は別紙４－２のいずれか） 

⑪ 石油ガス災害バルク等の設置に係る法律上の許認可の写し（該当する場合） 

⑫ 地方公共団体が当該施設等を避難所として活用できると認知していることが明

確に分かる証明書類等（該当する場合） 

⑬ 取得財産等管理明細表（様式第２２） 

⑭ 補助事業者の固定資産台帳の写し 

（３） その他振興センターが提出を求める書類 
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（確定通知書） 

第１７条 業務方法書第１９条第１項に規定する確定通知書は、様式第１３とする。 

 

（消費税等の仕入控除額の確定報告書等） 

第１８条 業務方法書第２０条第１項に規定する消費税等仕入控除税額の確定報告書は

様式１４とする。 

２ 業務方法書第２０条第２項に規定にする返還命令書は様式１５とする。 

 

（補助金の請求） 

第１９条 業務方法書第２１条第２項に規定する精算払請求書は、様式第１６とする。 

２ 業務方法書第２１条第３項に規定する提出期限は、業務方法書第１９条に規定する確

定通知書を補助事業者が受理した日から７日以内とする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第２０条 業務方法書第２２条第２項に規定する交付決定取消通知書は、様式第１７とする。 

２ 業務方法書第２２条第２項に規定する交付決定内容等変更通知書は、様式第１８とする。 

 

（補助金の返還命令書） 

第２１条 業務方法書第２３条第１項に規定する返還命令書は、様式第１９とする。 

 

（災害時における石油ガス災害バルク等の稼働状況報告） 

第２２条 業務方法書第２４条に規定する補助対象ＬＰガス設備の稼働状況報告書は、様    

式第２０とする。 

２ 業務方法書第２４条に規定する災害とは次のものとし、補助対象ＬＰガス設備が設置さ

れた市区町村及び隣接する市区町村で災害が発生した場合は、速やかに前項による報

告を振興センターに行うものとする。 

（１）暴風 

（２）豪雨 

（３）豪雪 

（４）地震 

（５）津波 

（６）噴火 

（７）その他、振興センターが必要と認めた場合 

 

（取得財産等管理台帳等） 

第２３条 業務方法書第２５条第２項に規定する取得財産等管理台帳は、様式第２１とする。 

２ 業務方法書第２５条第３項に規定する取得財産等管理明細表は、様式第２２とする。 

 

（取得財産等の処分の制限等） 

第２４条 業務方法書第２６条第３項に規定する財産処分または変更の承認に係る申請書

は様式第２３とする。 

２ 財産処分のうち、補助目的たる事業を第三者に遂行させるための譲渡等については、

下記の①から④の条件を付すことで、当該財産処分申請を承認することが出来る。 

① 当該財産の処分を完了したときは、速やかに報告書を作成し提出をする。 

② 報告書には譲渡成立が確認できる書類を添付する。 

③ 当該財産の譲渡を受ける者は、当該財産を補助目的に反して使用し、売却し、譲渡

し、交換し、貸付又は担保に供するなど新たに処分をしようとするときは、あらかじめ
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振興センターの承認を受けることを遵守する旨を確約する証憑を報告書に添付する。 

④  その他、必要に応じ振興センターが求める条件。 

３ 前項の財産処分申請の承認は、上記①から④の条件を満たさない場合、その承認を取

り消す。 

 

（補助事業完了後の調査） 

第２５条 振興センターは、業務方法書第２９条に基づき、過年度において振興センターが

執行した本補助金で整備された施設を管理する補助事業者に対し、その適切な維持管

理、定期的な設備の使用訓練等に関して調査を行い、報告を求めることができる。 

２ 上記の調査により、施設の運用管理に関する連絡先等の変更があった場合の報告書

は、様式第２４とする。 

 

 

 

 

 

附則  本規則は、平成３１年４月１８日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和２年５月２１日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和３年５月１９日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和４年２月２８日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和４年５月２７日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和４年１２月１３日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和５年２月２４日から施行する。 

 

附則  本規則は、令和５年５月２６日から施行する。 


